
令和７年度 福岡県精神保健福祉審議会 

 

 

日時：令和８年１月１６日（金）１４時００分～ 

             形式：ＷＥＢ（ＺＯＯＭ） 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議事 

  ○精神保健福祉関連事業の実施状況について 

① 精神保健福祉関係統計………………………………………資料１ 

② 精神障がいのある方の地域移行・地域定着支援…………資料２ 

③ 依存症対策……………………………………………………資料３ 

④ 自殺対策………………………………………………………資料４ 

⑤ ひきこもり対策………………………………………………資料５ 

⑥ 精神科救急医療システム……………………………………資料６ 

⑦ ふくおかＤＰＡＴの活動状況………………………………資料７ 

   ⑧ 精神障がい者入院者訪問支援事業…………………………資料８ 

   ⑨ 精神科病院における虐待通報………………………………資料９ 

 

 

３ 閉会 



１　精神障害者保健福祉手帳交付者数

１級 ２級 ３級 合計

3,502 41,382 28,487 73,371

(4.8%) (56.4%) (38.8%) (100.0%)

福岡県（政令市除く） 1,700 18,363 11,701 31,764

北九州市 643 8,407 4,197 13,247

福岡市 1,159 14,612 12,589 28,360

98.2% 105.6% 110.8% 107.2%

3,565 39,169 25,717 68,451

(5.2%) (57.2%) (37.6%) (100.0%)

福岡県（政令市除く） 1,788 17,522 10,270 29,580

北九州市 632 7,898 3,924 12,454

福岡市 1,145 13,749 11,523 26,417

厚生労働省「衛生行政報告例」

２　精神科病院入院患者数及び措置入院患者数

福岡県（政令市除く）

北九州市

福岡市

福岡県（政令市除く）

北九州市

福岡市

厚生労働省「６３０調査」、「衛生行政報告例」

３　精神病床における平均在院日数（福岡県の数値は政令市を含む）　　　　　　　　
   　　　　 （単位：日）

厚生労働省「病院報告」

対前年度比較 99.0% 98.7%

精神病床における入院患者数
（６月３０日時点）

措置入院患者数
（年度末時点）

令和６年度 16,347 78

9,788 41

3,362 9

3,197 28

精神保健福祉関係統計

（年度末現在：人）

　令和６年度

（構成比）

（単位：人）

　令和５年度

（構成比）

対前年度比較

令和５年度 16,507 79

9,944 43

3,287 12

3,276 24

資料１

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

全　国 265.8 277.0 275.1 276.7 293.9 283.8

福岡県 286.0 308.1 312.5 308.2 304.8 282.9
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４　精神疾患を有する総患者数の推移
（全国） (単位：万人)

疾　　　　　病 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 平成29年 令和２年 令和５年

認知症(血管性など) 14.5 14.3 14.6 14.4 14.2 21.1 19.0

アルツハイマー病 17.6 24.0 36.6 53.4 56.2 79.4 77.6

統合失調症、統合失調型障害及
び妄想性障害

75.7 79.5 71.3 77.3 79.2 88.0 89.1

気分障害（躁うつ病を含む） 92.4 104.1 95.8 111.6 127.6 172.1 159.3

神経症性障害、ストレス関連障
害及び身体表現性障害

58.5 58.9 57.1 72.4 83.3 124.3 117.7

精神作用物質使用による精神及
び行動の障害

6.0 6.6 7.8 8.7 7.6 8.8 10.5

その他の精神及び行動の障害 12.4 16.4 17.6 33.5 33.0 80.5 84.0

てんかん 27.3 21.9 21.6 25.2 21.8 42.0 46.8

合　　　　　計 304.4 325.7 322.4 396.5 422.9 616.2 604.0

厚生労働省「患者調査」

（福岡県）（政令市を含む） (単位：万人)

疾　　　　　病 平成17年 平成20年 平成23年 平成26年 平成29年 令和２年 令和５年

認知症(血管性など) 0.9 1.0 0.7 0.5 0.6 1.0 0.7

アルツハイマー病 0.7 1.4 1.7 1.6 2.0 4.0 3.6

統合失調症、統合失調型障害及
び妄想性障害

2.6 4.1 3.6 2.4 4.1 4.3 3.1

気分障害（躁うつ病を含む） 3.7 4.1 7.0 4.9 9.3 10.9 6.3

神経症性障害、ストレス関連障
害及び身体表現性障害

2.0 2.2 3.7 2.6 4.4 6.3 4.5

精神作用物質使用による精神及
び行動の障害

0.3 0.4 0.6 0.3 0.2 0.5 0.5

その他の精神及び行動の障害 0.3 0.7 0.4 1.2 0.8 4.5 9.6

てんかん 0.7 1.5 1.1 0.5 0.8 2.0 2.2

合　　　　　計 11.2 15.4 18.8 14.0 22.2 33.5 30.5

厚生労働省「患者調査」
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５　精神保健相談件数（政令市を除く県域のみの数値）

令和２年度 （単位：件）

一般精神
心の健康
づくり

ｱﾙｺｰﾙ 薬物 思春期
老人精神

保健
合計
(c)

面接 820 142 149 26 67 59 1,263
電話 11,530 1,066 532 314 183 577 14,202

小計(a) 12,350 1,208 681 340 250 636 15,465
面接 45 3 1 19 8 1 77
電話 6,508 1,889 115 213 92 148 8,965

小計(b) 6,553 1,892 116 232 100 149 9,042

18,903 3,100 797 572 350 785 24,507

令和３年度 （単位：件）

一般精神
心の健康
づくり

ｱﾙｺｰﾙ 薬物 思春期
老人精神

保健
合計
(c)

面接 813 305 123 20 65 82 1,408
電話 8,223 1,513 398 330 150 404 11,018

小計(a) 9,036 1,818 521 350 215 486 12,426
面接 661 5 7 18 12 1 704
電話 7,836 2,277 113 181 95 63 10,565

小計(b) 8,497 2,282 120 199 107 64 11,269

17,533 4,100 641 549 322 550 23,695

令和４年度 （単位：件）

一般精神
心の健康
づくり

ｱﾙｺｰﾙ 薬物 思春期
老人精神

保健
合計
(c)

面接 952 199 150 19 55 63 1,438
電話 9,103 1,627 387 241 197 503 12,058

小計(a) 10,055 1,826 537 260 252 566 13,496
面接 828 4 4 22 11 0 869
電話 5,230 1,586 77 174 102 42 7,211

小計(b) 6,058 1,590 81 196 113 42 8,080

16,113 3,416 618 456 365 608 21,576

令和５年度 （単位：件）

一般精神
心の健康
づくり

ｱﾙｺｰﾙ 薬物 思春期
老人精神

保健
合計
(c)

面接 1,149 256 128 18 52 31 1,634
電話 10,353 2,536 421 147 197 424 14,078

小計(a) 11,502 2,792 549 165 249 455 15,712
面接 744 8 5 14 16 1 788
電話 4,070 1,560 88 97 85 54 5,954

小計(b) 4,814 1,568 93 111 101 55 6,742

16,316 4,360 642 276 350 510 22,454

令和６年度 （単位：件）

一般精神
心の健康
づくり

ｱﾙｺｰﾙ 薬物 思春期
老人精神

保健
合計
(c)

面接 718 261 219 11 65 61 1,335
電話 9,502 2,772 399 235 154 414 13,476

小計(a) 10,220 3,033 618 246 219 475 14,811
面接 758 8 2 17 12 1 798
電話 4,274 1,120 95 99 91 82 5,761

小計(b) 5,032 1,128 97 116 103 83 6,559

15,252 4,161 715 362 322 558 21,370

合           計

合           計

内　　訳

保健所

センター

保健所

センター

合           計

内　　訳

保健所

センター

内　　訳

保健所

内　　訳

合           計

センター

合           計

内　　訳

保健所

センター
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精神障がいのある方の地域移行・地域定着支援 

 

１ 概要 

精神障がいのある方の地域移行・地域定着支援については、平成１６年に国が策定した

精神保健医療福祉の改革ビジョンの「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的な

考え方に基づき、精神障がいについての理解促進や関係機関が連携した支援体制の構築な

どに取り組んでいる。 

また、精神障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分ら

しい暮らしをすることができるよう、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の

構築にも取り組んでおり、本県における精神病床の平均在院日数は平成１６年の３７５日

から短縮している。 

令和６年４月からは、精神障がいのある方の権利の擁護や地域生活への移行の促進を目

的とした精神保健福祉法の改正により、医療保護入院の期間の法定化、入院者訪問支援事

業の創設及び虐待通報の義務化などが実施された。 

 

２ 目標 

福岡県障がい者福祉計画（第６期：令和６年度～令和８年度）における目標 

項   目 目標値（R8年度末） 

入院後 3か月時点の退院率 69％以上 

入院後 6ヶ月時点の退院率 86％以上 

入院後 1年時点の退院率 92％以上 

在院期間が 1年以上の長期入院患者数 10,012人 

精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 325.3日以上 
 

（実績） 

項   目 R元 R2 R3 R4 R5 R6 

入院後３ヶ月時点の退院率（％） 60.8 61.5 60.7 ― ― ― 
入院後６ヶ月時点の退院率（％） 77.9 78.4 77.4 ― ― ― 

入院後１年時点の退院率（％） 85.2 85.7 85.2 ― ― ― 

在院期間が１年以上の長期入院 
患者数（人） 

10,284 10,525 10,498 10,310 10,088 9,818 

精神病床から退院後１年以内の 
地域における平均生活日数（日） 

318.1 318.7 319.5 ― ― ― 

 
（参考：全国平均） 

項   目 R元 R2 R3 R4 R5 R6 

入院後３ヶ月時点の退院率（％） 63.5 64.8 64.6 ― ― ― 
入院後６ヶ月時点の退院率（％） 80.1 80.6 80.1 ― ― ― 

入院後１年時点の退院率（％） 87.7 88.1 87.9 ― ― ― 

在院期間が１年以上の長期入院 
患者数（人） 

― ― ― ― ― ― 

精神病床から退院後１年以内の 
地域における平均生活日数（日） 

321.3 320.6 321.9 ― ― ― 

 
 

資料２ 
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３ 事業実施状況 

① 精神障がいに対する理解促進 

１）精神障がいへの正しい理解を深めるための講演会 

精神障がいのある方が地域で受け入れられることを目的として、令和６年度は、「て

んかんの基礎について」というテーマで開催した。 

令和６年度参加者数：２０８人（令和５年度参加者数：３５０人） 

  ２）こころの健康づくり大会 

精神保健福祉に関する正しい知識の普及・啓発を図り、県民の精神保健の向上、精

神障がいのある方の自立と社会参加を促進することを目的に開催した。 

令和７年度参加者数：２３３人（令和６年度参加者数：４３６人） 

 

 ② 精神保健相談 

保健福祉（環境）事務所及び精神保健福祉センターにおいて、心の悩み等に関する相

談を電話や面接にて実施。（実績件数については資料１参照） 

 

③ 精神障がい者夜間・休日電話相談事業 

地域で生活する精神障がいのある方及びその家族の日常生活における不安の解消を

図るため、夜間・休日の電話相談を実施。 

対 象 者： 精神障がいのある方及びその家族等 

相談時間： 夜間（17時～翌８時）、休日（８時～17時） 

令和６年度実績：夜間 ７，３４３件、休日 １，８９７件 合計 ９，２４０件 

(令和５年度実績：夜間 ７，３３４件、休日 １，８６４件 合計 ９，１９８件) 

 

④ 福岡県精神障がい者家族相談事業 

精神障がいのある方を支える家族が抱える特有の悩みを、同じ境遇にある方（家族相

談員）に相談し、解決を図ることを目的に電話・面接相談を実施。 

対 象 者： 精神障がいのある方及びその家族等 

相談時間： 月曜日～金曜日（13時～16時） 

令和６年度実績：電話 ６２５件、面談 ４３件 合計 ６６８件 

(令和５年度実績：電話 ７８７件、面談 ３４件 合計 ８２１件) 

 

⑤ 見守り体制の構築 

１）保健師による訪問指導 

地域で生活する精神障がいのある方を支援するため、本人や家族からの相談に対し、

必要に応じて保健福祉（環境）事務所の保健師が訪問指導を実施。 

令和６年度訪問件数（対象者延数）:２，０１９件(令和５年度：１，９０２件) 

 

２）精神障がいのある方の退院後支援計画の活用 

緊急措置入院を含む措置入院者のうち退院後支援に関する計画に基づく支援を受

けることに同意した方について計画を作成し、関係機関による支援を実施。 

令和６年度計画作成数：５４件（令和５年度：５８件） 
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３）こころの健康手帳の活用 

精神障がいのある方が地域において主体的に生活できるよう、自らが今後の目標や

希望する支援内容などを記載し、支援者と共有する「こころの健康手帳」を作成。 

令和６年度手帳作成数：１件（令和５年度：２件） 

 

  ４）心のサポーター養成 

    メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識を持ち、地域や職域でメンタルヘルスの

問題を抱える人や家族に対してできる範囲で手助けをする、傾聴を中心とした支援者

である「心のサポーター」を養成し、誰もがくらしやすい地域共生社会の実現を推進。 

       令和６年度養成者数：１１８人（令和５年度：３９人） 

 

⑥ 福岡県医療保護入院者退院支援委員会への地域援助事業者等参加促進事業 

・精神障がいのある方の円滑な地域生活への移行を図るため、精神科病院が開催する医

療保護入院者退院支援委員会に地域援助事業者（※）、障がい福祉サービス事業者、診療

所医師が参加した場合の経費を助成。 

令和６年度参加者数：１５人（令和５年度：３３人） 

※相談支援専門員のいる相談支援事業所、介護支援専門員のいる居宅介護支援事業所 

・精神科病院における医療保護入院者の退院促進に向けた情報交換会を実施。 

令和６年度参加者数：７２人（令和５年度：１８０人） 

 

⑦ 保健、医療、福祉関係者等による協議の場 

・精神科病院に長期入院している精神障がいのある方の地域移行や、地域で生活する精

神障がいのある方の支援を行うため、県全体での医療・保健・福祉や当事者の家族等

の協議の場として、福岡県精神保健福祉地域支援推進会議を設置。 

・また、各保健福祉（環境）事務所において、県、市町村、精神科病院、障がい福祉サ

ービス事業所等関係機関で構成する自立支援関係機関会議を設置。 
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依存症対策 

Ⅰ. アルコール健康障がい対策 

 令和４年３月に策定した「福岡県アルコール健康障がい対策推進計画（第２期）」

に基づき、関係機関との連携を図りながら、アルコール健康障がい対策の推進に取

り組んでいる。 

 

１ アルコールに関する正しい知識の普及啓発 

（１）大学・短期大学等における啓発 

①「若い世代向けの適正飲酒ガイドブック」の配布 

県内の大学・短期大学等（計５５校）に計２０,３００部配布。 

（令和７年３月） 

② 学生の健康管理を担当する職員を対象とした研修会の開催 

令和６年度は、基礎知識に係る講演、当事者体験談及びグループワークを実

施。 

令和６年度参加者数：２２人 

 

（２）その他の普及啓発 

アルコール健康障がいの正しい知識及び相談窓口について県民に広く周知す

るため、街頭啓発等を実施。 

① 街頭啓発 

アルコール関連問題啓発週間（１１月１０日～１６日）にあわせ、自助グル

ープと協働し、啓発物を配布。 

令和６年度は１１月１１日にＪＲ博多駅前で実施。 

配付数：５００部 

② 保健福祉（環境）事務所の取組 

保健福祉（環境）事務所において、会議、研修、アルコール関連問題啓発週

間の機会にパンフレット、ポスター等を配布。 

令和６年度の配布数：計２,２３４部 

 

２ 飲酒運転違反者に対する適正飲酒指導及び受診の促進 

（１）「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」に基づく取組 

① １回目飲酒運転違反者に対する取組 

 指定医療機関における診察または保健福祉（環境）事務所等における指導を

受けた上で結果を報告する義務がある旨を通知。 

 保健福祉（環境）事務所等において適正飲酒指導を実施。 

 県庁において福岡県警察本部における月６回の聴聞日にあわせて来庁した

飲酒運転違反者に対し、医療職による適正飲酒指導を実施。 

※聴聞とは、運転免許取消等の行政処分を受ける者の意見を聴取するとともに、有利

資料３ 
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な証拠を提出する機会を与え、その内容を検討した上で処分内容を決定する制度。 

 飲酒運転違反者のうち、期限内に報告のない義務未履行者に対する勧告を行

うとともに、電話による受診勧奨を実施。 

※義務履行率：６２.４％（令和７年１１月現在） 

② ２回目飲酒運転違反者に対する取組 

 指定医療機関における診察を受けた上で結果を報告する義務がある旨を通

知。（受診命令：従わない場合５万円の過料となる） 

 期限内に報告のない義務未履行者に対しては、文書、電話、家庭訪問により

義務の履行を繰り返し促している。 

※義務履行率：７４.４％（令和７年１１月現在） 

 文書、電話、家庭訪問による義務の履行の催告を行ったにも関わらず、義務

未履行の者に対し、過料処分を実施。 

※過料処分者：１５名（令和７年１１月現在（累計）） 

 

（２）「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」に基づく医療機関の指定 

１３保健医療圏域すべてに、計２９の指定医療機関を整備。 

 

 

３ アルコールに関する問題を有する者に対する支援体制の整備 

（１）相談支援 

   保健福祉（環境）事務所及び精神保健福祉センターにおいて、アルコールに関

する相談を電話や面接にて実施。（実績件数については資料１参照） 

 

（２）職域における対応 

① アルコール健康障がいに関する企業セミナーの実施 

北九州、福岡、筑豊、筑後の４ブロックごとに、福岡労働局や政令市等との

共催により、企業管理者向けの飲酒に伴うリスクに関する研修を実施。 

令和６年度開催回数：４回 

② 事業所に対する取組 

産業医がいない５０人未満の事業所における減酒支援の取組を推進するた

め、保健福祉（環境）事務所の職員が出向いて研修会を実施。 

令和６年度実績：１７回開催、計２,０５４人参加 

 

（３）福岡県アルコール関連問題に係る連携会議 

   行政機関、経営労働団体、医療関係団体、自助グループ等の民間団体で構成 

 

（４）一般科医と精神科医の連携促進（公益社団法人福岡県医師会へ委託） 

一般科医を対象に、アルコール健康障がいの早期発見・早期治療を促し、専門

的治療につなげるための研修を実施。 
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（５）医療提供体制の充実 

① アルコール健康障がい依存症専門医療機関を２１機関選定（令和７年１１月時

点）し、県ホームページ等で公表 

②アルコール健康障がい依存症治療拠点機関において、依存症医療研修を実施 

 

（６）アルコール依存症患者の家族向け研修会と自助グループへの支援 

① アルコール依存症患者への対応方法等に関する研修会 

家族や自助グループ等を対象として、各保健福祉（環境）事務所で開催。 

令和６年度実績：１１回開催、計３２７人参加 

② 自助グループ主催の記念式典や研修会、定例会等との連携 

令和６年度実績：１３回開催、計６６８人参加 

 

（７）人材育成 

アルコール健康障がいに関する保健指導や相談に従事する市町村・保健所職員

等を対象とした減酒支援実践者養成研修会を開催。 

令和６年度実績： 

第１回【基礎編】アルコール健康障がいの基礎知識 参加者数：７０名（WEB） 

第２回【応用編】ブリーフ・インターベンション  参加者数：２３名（対面） 

 

Ⅱ. ギャンブル等依存症対策 

 令和５年３月に策定した「福岡県ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づき、

関係機関との連携を図りながら、ギャンブル等依存症対策の推進に取り組んでいる。 

 

１ ギャンブル等依存症に関する正しい知識の普及啓発、将来にわたる発生予防 

（１）若年層に対する正しい知識の普及 

高等学校、大学等における教育及び家庭における啓発の推進 

啓発冊子「ギャンブル等の問題で悩んでいる県民の方々へ」を作成し、県内

の大学、高等学校、専修学校、特別支援学校に配付。 

啓発リーフレット「ギャンブル等依存症を知っていますか？」を作成し、県

内の大学、高等学校に配布。 

 

（２）一般県民向け普及啓発 

① ギャンブル等依存症に関する知識の普及 

 ギャンブル等依存症問題啓発週間（５月１４日～５月２０日）にあわせた県

庁ロビー展の開催 

 県ホームぺージやＬＩＮＥ、Ｘ（旧 Twitter）を活用した啓発 

 各保健福祉（環境）事務所および市町村へのポスター配布 

 福岡県ギャンブル等依存症講演会の開催（令和６年度参加者数：２５名） 

 司法書士事務所、弁護士事務所、消費生活センター、市町村等への啓発冊子

の配布 
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 街頭キャンペーンの実施（令和６年７月２４日 博多駅前広場） 

啓発物を３００部配布 

②  職場教育の推進 

ギャンブル等依存症対策啓発動画の周知 

 

２ ギャンブル等依存症である者とその家族に対する支援体制の整備 

（１）相談体制の整備 

啓発冊子「ギャンブル等の問題で悩んでいる県民の方々へ」を作成し、公営

競技事務所、遊技業協同組合に配付。 

 

（２）医療提供体制の充実 

 ギャンブル等依存症専門医療機関を１６機関選定（令和７年１１月時点）し、

県ホームページ等で公表 

 ギャンブル等依存症治療拠点機関において、依存症医療研修を実施 

 

（３）多機関連携の構築 

 福岡県ギャンブル等依存症対策連携会議 

行政機関、警察、司法、医療関係団体、事業所、自助グループ等の民間団体

で構成 
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自殺対策 

 

 令和５年３月に策定した「福岡県自殺対策計画（第２期）」に基づき、関係機関との

連携を図りながら、自殺対策の推進に取り組んでいる。 

 

１ 自殺者数の現状（警察庁「自殺統計」、発見日・発見地別） 

① 全国 

 令和６年の自殺者数は２０,３２０人となり、対前年比１，５１７人（６．９％）

減となった。 

 令和７年の自殺者数（暫定値）は１１月時点で１７，４１５人となり、対前年と

比べて減少の見込み 

② 福岡県 

 令和６年の本県の自殺者数は８５３人となり、対前年比９８人（１０．３％）減

となった。 

 令和７年の自殺者数（暫定値）は１１月時点で７４７人となり、対前年と比べて

減少の見込み。 

  
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２ 福岡県の年代別の自殺者数の現状 

  

 令和６年の本県の自殺者数を年齢階級別にみると、２０歳代、７０歳代及び８０

歳代は、対前年比で増加した。 

 ２０歳未満は減少に転じたものの、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年

と比較すると、増加率が高い。 
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２ 本県の自殺対策事業一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一般科医等に対するうつ病等研修
内科等を受診するうつ病等の疑いがある者を精神科受診につなげ、うつ病を早期発見、早
期治療できるようにするため、一般科医を対象としたうつ病研修会を実施

②
自殺未遂者支援研修
（自殺未遂者支援マニュアル普及）

自殺未遂者は再び自殺を図るリスクが非常に高いため、精神科医療従事者、救急医療従
事者及び学校関係者等に対し、未遂者支援に関する研修会を開催

③ 地域ハイリスク者支援連携強化会議
各保健福祉（環境）事務所において、自殺のハイリスク者（うつ病患者、自殺未遂者等）支
援に関わる関係機関の連携を強化するため、救急医療機関、精神科医療機関、学校関係
者、市町村等による連携会議を実施

④ 自死遺族支援
自死遺族の支援に関わる市町村職員や警察官、救急隊員等を対象とした支援方法につい
ての研修会を実施。また、自死遺族は法的問題に直面することも多く、自死遺族が自殺する
リスクも高いため、弁護士による無料法律相談を実施

⑤ ふくおか自殺予防ホットラインの運営
自殺を考えている者の悩みを傾聴し、不安軽減を図ることにより、自殺防止につなげる電話
相談事業を実施

⑥ 自殺予防ＳＮＳ相談
若年層が利用しやすいLINEを用いたSNS相談窓口「きもち よりそうライン＠ふくおかけん」を
令和４年に開設。夏季休暇前に、県内中学校、高等学校、大学等にLINEの周知カードを送
付

⑦ 相談促進のための啓発
相談窓口の周知や自殺防止に係る知識の普及・啓発を図るため、啓発物を作成し、関係機
関に配布

⑧ 相談窓口のインターネット広告表示
インターネットで「死にたい」等の自殺願望が疑われる県をした者の検索結果画面に相談窓
口への相談を促す広告を表示し、相談窓口へ誘導

⑨ 自殺予防講演会
市町村職員や保健福祉（環境）事務所等の職員を対象に、自殺予防対策に係る講演会等を
年１回開催し、地域における自殺予防に関わる人材を育成

⑩ ゲートキーパー養成
自殺のサインに気づき対応できる者（ゲートキーパー）を増やすための研修を実施
　・各保健所：ゲートキーパーセミナー
　・精保センター：ゲートキーパー養成研修、指導者講習

⑪ 居場所づくり事業（ほっとサロン）
県内４地域のこども食堂と連携し、生きづらさを抱える人の居場所（ほっとサロン）を設置。居
場所での交流を通して、人とのつながりを獲得し、孤独感を緩和することで、生きる意欲を増
進し、自殺リスクを軽減

⑫ 居場所づくり事業（メタバース）
生きづらさを抱える若年層向けに、インターネット上にメタバースを活用した居場所「おいでよ
きもちかたりあう広場」を令和５年に設置。居場所での交流を通して、他者と思いを共有し、
孤独・孤立感を緩和し、自殺リスクを軽減

⑬ メンタルヘルスセミナー 中小企業事業主を対象に、職場のメンタルヘルス対策についてのセミナーを開催

⑭ 市町村助成 国の事業メニューに沿って自殺対策に取り組む市町村に対する助成を実施

⑮ 自殺対策推進協議会 自殺対策について、協議・検討を行う有識者会議を開催

そ
の
他

ハ
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リ
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援

相
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制
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育
成
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場
所
づ
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り
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３ 自殺対策事業 実施状況 

① 一般科医に対するうつ病研修 

令和６年度受講者数：５９９人 

② 自殺未遂者支援研修 

令和６年度実績：県内４保健所（筑紫、宗像・遠賀、嘉穂・鞍手、南筑後)で実施 

③ 地域ハイリスク者支援連携強化会議 

保健福祉（環境）事務所ごとに開催し、地域の自殺の実態、自殺対策の状況、協

力体制構築に向けた取組等を協議。 

令和６年度実績：各保健所で１回以上開催。 

④ 自死遺族支援 

 自死遺族支援関係者研修会 

令和６年度受講者数：７０人 

 自死遺族に対する弁護士による法律相談 

⑤ 自殺予防電話相談 

 ふくおか自殺予防ホットライン（２４時間３６５日対応） 

令和６年度相談件数：１，１５３件 

 ふくおか自殺予防ホットライン（フリーダイヤル） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による相談件数の増加に対応するため、令

和２年６月に開設（月～金／16:00～翌 9:00、土日祝／24時間） 

令和６年度相談件数：４,７６８件 

⑥ 自殺予防ＳＮＳ相談（きもち よりそうライン＠ふくおかけん） 

若年層を主な対象として令和４年７月に開設（毎週月・木／16:00～19:00） 

令和６年度相談件数：５,０７４件 

⑦ 相談促進のための啓発 

相談窓口リーフレットの配架、啓発物品の作成・配布 

⑧ 相談窓口のインターネット広告表示 

令和６年度実績（月平均クリック数）：１，９３９件 

⑨ 自殺予防講演会 

令和６年度参加者数：１７７人 

⑩ ゲートキーパー養成 

 ゲートキーパーセミナー 

令和６年度受講者数：２,０８１人 

 よりそい隊養成研修 

令和６年度受講者数：７１人 

 ゲートキーパー指導者養成研修 

令和６年度受講者数：２１人 

⑪ ほっとサロン 

県内４地域のこども食堂と連携し、生きづらさを抱える方向けの居場所を令和４

年１０月から開設。 

令和６年度開催回数：１６回 

     参加人数：４６人 
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⑫ おいでよ きもちかたりあう広場 

若年層を対象として、インターネット上に構築された三次元の仮想空間を活用し

た居場所を令和５年８月に開設。 

令和６年度開設回数：４５回 

     参加人数：１３７人 

⑬ メンタルヘルスセミナー 

令和６年度参加者数：３８３人 

⑭ 市町村に対する助成 

国の事業メニューに沿って自殺対策に取り組む市町村に対する助成を実施。 

（５２市町） 

 ⑮ 自殺対策推進協議会 

学識経験者、医療関係団体、経営・労働団体、報道機関、民間団体（いのちの電

話、自死遺族支援団体）、行政機関等で構成。 
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ひきこもり対策 

 

ひきこもり支援の核となる機関として、平成２２年６月に精神保健福祉セン

ター内に「ひきこもり地域支援センター」を設置。令和２年７月には、より身

近な地域で相談に対応できるよう、筑豊地域と筑後地域の２か所に「ひきこも

り地域支援センターサテライトオフィス」を設置した。 

同センター及びオフィスでは、ひきこもり状態にある本人やその家族からの

相談対応のほか、支援に関わる人材の育成や関係機関とのネットワーク構築、

ひきこもりへの理解を深めるための普及啓発・情報発信、ひきこもり支援に取

り組む市町村への支援等に取り組んでいる。 

 

 

（１）相談支援 

・令和６年度相談実績（令和６年４月～令和７年３月） 

 電話 来所 訪問・同行 オンライン 
社会参加に結び

ついた人数 

地域支援センター 1,156 602 72 11 31 

筑豊サテライトオフィス 1,475 138 336 1 30 

筑後サテライトオフィス 1,931 232 352 2 35 

合 計 4,562 972 760 14 95 

 

※相談件数の推移 
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（２）人材育成 

① ひきこもり支援者研修会 

ひきこもりに関する相談や訪問支援に対応できる人材を育成するため、

市町村、自立相談支援機関、社会福祉協議会など福祉・労働・教育機関

等職員を対象として、講義、事例検討を実施。 

   （令和６年度参加者数：２７２人） 

② ひきこもりサポーター養成研修 

ひきこもり経験者やその家族、関心がある者を対象として、研修会を

実施し、本人や家族に身近な理解者となる「ひきこもりサポーター」を

養成。 

   （サポーター登録者数：４７人） 

③ ひきこもりサポーターフォローアップ研修 

ひきこもりサポーター同士が、講師から支援のアドバイスを受けつつ、

互いに学びを深める機会とすることを目的とした研修を実施。 

   （令和６年度参加者数：５人） 

 

（３）ネットワークの構築 

① ひきこもり支援者等地域ネットワーク会議 

地域における支援困難事例の検討を通じて、支援関係機関間のネット

ワークを構築する。各保健福祉（環境）事務所が中心となり、圏域ごと

に開催する。 

※参加者：市町村、地域包括支援センター、自立相談支援機関、若者サ

ポートステーション、基幹相談支援センター、社会福祉協議

会など 

（令和６年度参加者数：２７２人（全９回の延人数）） 

② ひきこもり地域支援センター実務者等連絡会 

県内のひきこもり地域支援センターの実務者が、各センターの取組状

況及び課題等に関する意見及び情報交換を行う。 

   （令和６年度参加者数：１３人） 

③ ひきこもり対策連絡調整会議 

ひきこもりに関する取組について、医療・福祉・教育・労働等の関係

機関が情報交換及び意見交換を行い、各機関間の恒常的な連携を確保し、

対策の充実を図る。 

   （令和６年度出席者数：２７人） 

 

（４）ひきこもり本人・家族への支援 

① フリースペース 

ひきこもり状態にある本人を対象に、家庭以外に安心して過ごせる場

所を提供する。 

   （令和６年度２４回開催、延参加者数：１６１人） 
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② 家族のつどい 

ひきこもり状態にある方の家族がひきこもりに対する正しい知識を学

ぶとともに、家族同士の分かち合いの場を提供。 

   （令和６年度１２回開催、延参加者数：２４０人） 

 

（５）情報発信・普及啓発 

 ひきこもりについての理解を深めるためのチラシの作成、周知 

 他機関からの依頼に応じたひきこもりについての講話等の実施 

 

（６）市町村に対する支援 

 市町村のひきこもり対策に対する助言や相談対応を実施 

 市町村巡回相談の開催 

 市町村がひきこもり支援に取り組むにあたり、活用可能な国庫補助金に

ついての情報提供 

 希望する市町村に対し市町村支援員を派遣し、相談事例への同席や助言、

家庭訪問への同伴や、ケース会議への出席等の支援を行う。 

（令和７年度より開始） 
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精神科救急医療システム 

 

   夜間及び休日の昼間において、精神疾患の急発・急変により速やかな医療を必要

とする方に対し、迅速かつ適切な医療及び保護を行うことを目的としたシステム。 

   県内を北九州・福岡・筑豊・筑後の４ブロックに分け、各ブロックに当番病院を

設置しており、対象者の状況に応じて、情報センターにおいて当番病院の紹介等の

対応を行っている。 

 

１ 精神科救急医療システムにおける受付実績 

年 度 受 付 件 数 

令和６年度 １，７０３件 

   

２ 精神科救急医療システムにおける取組 

① 連絡調整委員会の設置 

・精神科救急医療システム全体の円滑な運営を図る。 

・常時対応型病院の指定 

     常時対応型病院とは、24時間 365日、重度の症状を呈する精神科救急患者を

中心に入院及び入院外において原則断らない医療を提供する地域の基幹的役割

を果たす病院。令和７年１２月末時点、９病院を指定している。 

② 関係機関連携会議（ブロック会議）の設置 

・県内４ブロックにおいて、関係機関との地域レベルでの連携強化を図る。  

③ 情報センターの運営（福岡県メディカルセンターに委託） 

・情報センターで受け付けた電話の振分機能（当番病院紹介、相談窓口紹介等） 

・情報センターの相談員と関係機関との意見交換会実施 

・情報センター相談員の対応力向上を図るための研修会実施 

 

  

資料６ 
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ふくおかＤＰＡＴの活動状況 

 

〇 ふくおかＤＰＡＴの概要  

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）は１チーム３名以上（医師、看護師、業務調整 

員）で構成され、主に①被災した精神科医療機関における患者搬送・診療補助等の急性

期精神科医療への対応、②被災者等のこころのケアへの対応、の２つの役割を担い、そ

の活動期間は発災後から中長期にわたる。 

・本県では、福岡県精神科病院協会、九州大学病院、福岡大学病院、久留米大学病院、産

業医科大学病院、医療・介護・教育研究財団（県立太宰府病院の指定管理者）との間で

「ふくおかＤＰＡＴの派遣に関する協定」を締結し、「ふくおかＤＰＡＴ」の整備を図

っている。 

・令和７年１２月時点で、３６機関２３９名登録（このうち国の日本 DPAT 研修※を受け

た者は６４名） 

 ※旧 先遣隊研修 

 

〇 隊員養成研修 

・県主催研修 

研修・訓練名 日時 受講者 

ふくおか DPAT養成研修 11月 17日 36名 

・国（DPAT事務局）主催研修 

研修・訓練名 日時 本県からの受講者 

日本 DPAT技能維持研修 5月 24日(愛知) 

6月 28日(京都) 

6月 29日（京都） 

計 3名（2機関） 

DPAT 統括者・事務担当者研修 7月 26日,27日 2名（こころ室、北九

州市） 

大規模地震時医療活動訓練 9月 6日 8名（2機関） 

日本 DPAT研修 10月 4日,5日(福岡) 

11月 8日,9日(東京) 

12月 6日、7日（東京） 

計 11名（5機関） 

 

〇 医療法等改正に伴うＤＰＡＴ 

 ・医療法等が改正され、ＤＰＡＴはＤＭＡＴとともに「災害・感染症医療業務従事者＊」

として位置づけられ、これまでの災害対応に加え、感染症等にも対応することとなっ

た。 

＊改正医療法に基づき、厚生労働大臣から委託を受けた者が実施する研修の修了等、厚生労働省令で定める 

基準を満たした医療従事者（DMAT、DPAT、災害支援ナース） 

 ・令和７年７月に、上述の６機関とこれまでの災害対応に加え、感染症等にも対応した

協定を締結。 

資料７ 
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精神障がい者入院者訪問支援事業 

 

 

１ 目的 

 医療機関外の者との接触が少ない精神科病院の入院患者を対象に、訪問支援員を派 

遣し、孤独感や自尊心低下の解消を図ることにより、入院者の体験や気持ちを丁寧に 

聴くとともに、入院中の生活に関する一般的な相談や必要な情報提供を行うことで、 

入院者本人の孤独感や自尊心低下等を解消することを目的とする。 

 

２ 事業実績 

 （１）訪問支援員養成研修 

    訪問支援員業務を適正に行うために必要な知識・技能等を習得するための研修を

実施。 

   【研修内容】① 講義：事業内容、訪問支援事業の実践など 

         ② 演習：ロールプレイ、グループワークなど 

   【対 象 者】訪問支援員の質の確保を図るため、精神保健福祉士、公認心理師、社 

        会福祉士、保健師等の専門職を養成 

【養成人数】令和５年度   ３名（国主催の研修を受講） 

       令和６年度  ３２名（２回開催） 

      

（２）訪問支援員の派遣 

    入院患者の希望に応じて、訪問支援員を派遣し、傾聴や生活に関する相談、情報

提供等を実施。（令和６年度は太宰府病院でモデル的に実施） 

  【支 援 者】① 市町村長同意による医療保護入院者で支援を希望する者 

         ② ①と同等に第三者による支援が必要と認められる者 

   【支援方法】訪問支援員が２人１組で精神科病院を訪問し、面会交流を実施。 

【支援実績】訪問回数：９回（訪問人数：８名） 

  

  （※参考 訪問支援の流れ） 

資料８ 

市
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電話・手紙等
福岡県

事務局

訪問支援員

②面会日の調整

⑥実施報告

精神科病院

退院後生活環境相談員

その他の職員等

⑤訪問支援（面会交流の実施）

④面会日連絡

③
日
程
の
連
絡

⑦報償費等の支払い

※都道府県等が
認めた研修を受
講した者（精神
障がいを持つ当
事者（その家族
を含む。）や保健
医療福祉の従事
者、弁護士、一
般県民等）
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精神科病院における虐待通報 

 

 令和４年１２月、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の

一部を改正する法律(令和４年法律第 104 号)の制定による精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律の一部改正が行われ、病院内で業務従事者による障害者虐待を発見した場

合、都道府県等への通報などが義務化された。(令和６年４月１日施行) 

 

１ 虐待通報に係る取組 

 ① 虐待通報・届出専用ダイヤルを設置 

 ② 保健福祉（環境）事務所が実施する精神科病院への実地指導において、虐待防止

の取組を確認し、必要な指導を実施 

 ③ 県域精神科病院の管理職等を対象に虐待通報事例研修会を開催 

【実績】令和６年度 ５４病院８３名参加 

 

２ 虐待通報の流れ 

  虐待通報を受付け後、虐待が疑わしい場合、精神保健福祉センターは通報対象の病

院を管轄する保健所に事実確認等を依頼。事実確認等を踏まえ、保健所においても虐

待が疑わしいと判断した場合は、虐待対応ケース会議を開催し、虐待事実の認定およ

び対応方針を決定する。 

 
 

３ 令和６年度の状況 

（１）精神科病院従事者による障がい者虐待の状況 

 ※相談・通報・届出件数には、「福岡県精神障がい者虐待通報・届出専用ダイヤル」で受電

した患者からの入院中の生活相談や退院請求など（３４２件）を含む。 

 

○虐待を受けた人の性別は、男性２名、女性２名 

○虐待種別は、身体的虐待２件、心理的虐待１件、放棄・放置１件 

○虐待を行った業務従事者の職種は、看護師２名、准看護師１名、看護補助者１名 

相談・通報

・届出

受付

(精保センター)

病院への事実

確認(保健所)

立入検査

(保健所)

虐待対応ケー

ス会議の開催

(こころ室)

改善命令等の

実施(こころ室)

年度 
相談・通報・ 

届出件数（※） 

事実確認 

調査を行 

ったもの 

 
虐待と判断し

たもの 

虐待ではない

と判断したも

の 

虐待の判断

に至らなか

ったもの 

令和６年度 ３６２件 ２０件 ４件 １２件 ４件 

資料９ 
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（２）虐待と判断した４件の事案について、当該病院に対し実施した措置 

  ○虐待についての通報や届出に関する、精神科病院への聞取り 

  ○診療録や帳簿書類の提出・提示命令 

○保健福祉（環境）事務所職員による、診療録や帳簿書類の検査 

  ○保健福祉（環境）事務所職員による、入院患者や関係者への聞取り 

  ○虐待防止に関する改善計画の提出指示 
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